
- 56 - 

 

 

 

１ 新型コロナウイルス感染症による離職者等就労支援事業 

新型コロナウイルス感染症の拡大により停滞した地域経済の再起を図るため、県内事業者が離職者等を雇

用するために広告媒体を利用する事業に要する経費の一部を補助します。 

 

（１）対象事業 

  新型コロナウイルス感染症の影響による離職者等について、資格や職務経験を問わず、県内事業所での

正規雇用の募集を行うために広告媒体を利用する事業。 

（２）対象経費 

  広告媒体（新聞広告、就職情報サイト、求人情報誌、チラシ）への求人情報の掲載等に係る費用。 

（３）補助率 

  人手不足の業種 ３分の２ 

  ※福祉、建設、警備、運輸分野の対象職種に限る 

その他の業種  ２分の１ 

（４）補助上限額 

  ５０万円 

 

【担当窓口】 県商工労働部 労政・能力開発課 産業人財確保支援グループ 

TEL 017-734-9398  FAX 017-734-8117 

 

 

Ⅶ 新型コロナウイルス感染症に係る支援策 



■取扱金融機関 県内金融機関（銀行、信用金庫、信用組合、商工中金）
■問い合わせ先 青森県信用保証協会 電話０１７-７２３-１３５４（保証業務課）

青森県商工政策課商工金融グループ 電話０１７-７３４-９３６８
■県ＨＰ：https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/kenyuusi.html

新型コロナウイルス感染症の影響により経営の安定に支障を生じている県内中小企業者
を支援するため、経営安定化サポート資金の「災害枠」に「令和２年新型コロナウイルス
感染症」を指定し、資金繰りを支援しておりますのでご活用ください。

次のいずれにも該当する方

（１）県内に事業所を有する中小企業者であること

（２）県が指定する災害等※により経営の安定に支障を生じているもの

（事業開始後１年未満の方を含む）
※令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで「令和２年新型コロナウイルス感染症」を

指定しています。

ご利用いただける方

■融資限度額 ３,０００万円
■融 資 利 率 融資期間３年以内：固定年０.９％

融資期間３年超 ：固定年１.１％
■融 資 期 間 １０年以内（うち据置２年以内）
■担 保 必要に応じて徴求
■保 証 人 原則として法人の方は代表者のみ、個人の方は不要
■保 証 料 率 原則年０.４５～１.９０％

セーフティネット保証４号 ０.９５％

セーフティネット保証５号 ０.８６％
危機関連保証 ０.８０％

ご融資の条件

取扱金融機関の融資担当窓口で、この制度を利用して融資を受けたい旨をお申し出ください。

融資にあたっては、金融機関及び信用保証協会が審査を行います。
ご希望の融資額は、申込者の信用保証枠により制限を受ける場合があります。なお、セーフティネット保証

４号、５号、危機関連保証※を利用することにより、通常の信用保証枠とは別枠の保証を受けることができます。
※セーフティネット保証４号、５号、危機関連保証の利用にあたっては、市町村の認定を受ける必要があります。

融資の手続き

中小企業者 金融機関 保証協会
①融資申込

④融 資

②保証申込

③保証承諾

市町村
（認定申請）

（認定）

新型コロナウイルス感染症の影響により
経営の安定に支障を生じている県内中小企業の方へ

青森県融資制度 検索

次のいずれにも該当する場合は、県が保証料の３０％を補助します。

また、一部の市町村では、県の保証料補助に加えて、保証料を補給します。

（１）経営安定化サポート資金「災害枠（令和２年新型コロナウイルス感染症）」を利用すること

（２）セーフティネット保証４号、セーフティネット保証５号、危機関連保証のいずれかの

保証制度を適用すること

信用保証料補助
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■取扱金融機関 県内金融機関（銀行、信用金庫、信用組合、商工中金）
■問い合わせ先 青森県信用保証協会 電話０１７-７２３-１３５４（保証業務課）

青森県商工政策課商工金融グループ 電話０１７-７３４-９３６８
■県ＨＰ：https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/kenyuusi.html

県では、特別保証融資制度「選ばれる青森」への挑戦資金において、新たな雇用に取り組む
県内中小企業者を最優遇金利により支援しておりますのでご活用ください。

次のいずれかに該当する県内中小企業者（創業する者を含む）
① 常時使用する従業員（雇用期間の定めがない正社員）を２人（新規学卒者など一定

の要件に該当する場合(※１)は１人）以上雇用する計画の事業を行う方
② 創業や新商品開発など県が推進する前向きな取組（※２）で、かつ、①に掲げる雇用

条件を満たす計画の事業を行う方
【 融資実行後原則６ヶ月以内に雇用し、かつ１年以上継続して雇用すること、及び法律上義務づ

けられている労働保険及び健康保険の加入が条件となります。】

ご利用いただける方

■融資限度額 １億円
■融 資 利 率 ①年１.１％

②年０.９％（３人以上雇用する場合は年０.７％）
■融 資 期 間 運転１０年以内（うち据置２年以内）、設備１５年以内（うち据置３年以内）
■担 保 必要に応じて徴求

■保 証 人 原則として法人の方は代表者のみ、個人の方は不要
■保 証 料 率 原則年０.４５～１.９０％

（担保の有無等に応じた割引制度や、特別な保証料率が適用される場合有り）

ご融資の条件

融資にあたっては、金融機関及び信用保証協会が審査を行います。

ご希望の融資額は、申込者の信用保証枠により制限を受ける場合があります。

融資の手続き

中小企業者 金融機関 保証協会

①融資申込

④融 資

②保証申込

③保証承諾

○ 融資実行後の雇用状況を確認するため、雇用開始時及び雇用開始後１年経過時点で、県（商工
政策課）に対して、すみやかに雇用状況を報告することが義務付けられています。
※雇用開始後すみやかに提出する書類 ※１年経過後すみやかに提出する書類
①常用従業員雇用状況報告書（所定の様式） ①常用従業員雇用状況報告書（所定の様式）
②雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し ②賃金台帳の写し
③雇用契約書（又は労働条件通知書）の写し ③直近の労働保険概算・確定保険料申告書の写し
④健康保険証の写し

⑤直近の労働保険概算・確定保険料申告書の写し
⑥新規学卒者等、一定の要件の者を雇用した場合は、それを証明する書類（卒業証明書など）

○ 万一、雇用の要件を満たさない場合や、雇用状況の報告を怠った場合には、当初の融資利率が
変更される（引き上げられる）こととなりますので、ご注意下さい。

利用後のお約束

青森県融資制度 検索

新たな雇用に取り組む県内中小企業者の方へ

(※１) 一定の要件に該当する場合とは、新規学卒者のほか、障害者、中高年非自発的離職者、新型コロナウイルス

感染症関連離職者を正規職員として再雇用する場合又は小規模企業者が雇用する場合が該当します。

(※２) 詳しくは『「選ばれる青森」への挑戦資金のご案内』チラシ、または要綱・取扱要領でご確認ください。
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融
資
実
行

継 続 雇 用６ヶ月以内

変更後の融資利率(例)
融資利率

1.1％
0.9％
0.7％

「選ばれる青森」への挑戦資金（雇用創出計画）における雇用スキーム（イメージ図）

雇用の要件を満たすケース

融資申込

金融機関

保証協会

報告

県

雇用開始

県

雇用開始
から１年

雇用状況
報告(２)

！融資実行後６ヶ月以内に雇用しない

！健康保険等に加入していない

！有期契約の臨時雇用

！雇用開始後の雇用状況報告なし

！雇用開始１年経過後の雇用状況報告なし

！雇用を１年以上継続しない

以下のケースに該当した場合などは、

融資利率の条件が変更されます！

雇用の要件を欠いた場合

県

すみやかに後任を
補充した場合

後
任
の
補
充
を
し
な
か
っ
た
場
合

雇用した従業員の
自己都合退職等により、
要件を欠くに至った場合

要件欠格
報告

① 正社員として雇用すること
（雇用期間の定めがないこと）

② 労働保険及び健康保険に加
入すること

③ 融資実行後原則６ヶ月以内
に雇用し、雇用開始後１年以
上継続して雇用すること

④ 雇用開始後及び雇用開始か
ら１年経過後、すみやかに雇
用状況を県に報告すること

必要書類
・要件欠格報告書

雇用状況報告(2)必要書類
①常用従業員雇用状況報告書
②賃金台帳の写し
③直近の労働保険概算･確定
保険料申告書の写し

県

雇用状況
報告(１)

雇用状況報告(1)必要書類
①常用従業員雇用状況報告書
②雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
③雇用契約書(又は労働条件通知書)の写し
④健康保険証の写し
⑤卒業証明書等(新規学卒者等を雇用した場合)
⑥直近の労働保険概算･確定保険料申告書の写し

雇用の要件

融
資
実
行

条
件
変
更

金融機関所定金利－0.3％(*)

(*) 融資対象事業や雇用状況等により
異なる場合があります。


